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平成 29 年 12 月 06 日 作成

平成 29 年 12 月 06 日 公証人認証

平成 29 年 12 月 11 日 会社設立

令和 01 年 09 月 11 日 改定

令和 03 年 01 月 15 日 改定

令和 03 年 05 月 20 日 改定

令和 03 年 06 月 16 日 改定

令和 03 年 10 月 22 日 改定

令和 04 年 08 月 30 日 改定

一般社団法人

助産院いのちね

定 款
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一般社団法人 助産院いのちね 定款

第１章 総則

（名 称）

第１条当法人は、一般社団法人助産院いのちねと称する。

（事務所）

第２条当法人は、主たる事務所を鳥取県八頭郡智頭町に置く。

第２章 目的及び事業

（目 的）

第３条当法人は、女性ひとりひとりのかけがえのない人生に寄り添い、母と子・夫婦・

家族の絆を深め、「いのち」の大切さを啓蒙すると共に、地域における世代間交

流の場となることを目的とする。

（事 業）

第４条当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 産前、産後、子育てに関する相談、対応事業

(2) 月経及び思春期、更年期に関する相談、対応事業

(3) 産前、産後ケアのための（アウトリーチ型、デイサービス型、宿泊型）事業

(4) 次世代育成支援に関する事業

(5) 看護師、助産師、医師の育成及び質の向上に関する事業

(6) 前各号に掲げるものの他、当法人の目的の達成に必要な事業

第３章 社員

（入社）

第５条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

２ 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得る

ものとする。

（経費等の負担）

第６条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負

う。
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（退社）

第７条 社員は、いつでも退社することができる、ただし、１か月以上前に当法人に対

して予告をするものとする。

（除名）

第８条 当法人の社員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別

決議によって当該社員を除名することができる。

(1) 本定款その他の規則に違反したとき。

(2) 当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき。

(3) 社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるとき。

（社員の資格喪失）

第９条 前２条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格

を喪失する。

(1) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(2) 成年被後見又は被保佐人になったとき。

(3) 総社員が同意したとき。

第４章 社員総会

（構成）

第１０条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

（権限）

第１１条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 社員の除名

(2) 理事の選任又は解任

(3) 理事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細

書の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡

(8) 基本財産の処分の承認

(9) その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定める事項
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（開催）

第１２条 定時社員総会は、毎年１回、毎事業年度終了３か月以内に開催し、臨時社

員総会は、必要に応じて開催する。

（開催地）

第１３条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

（招集）

第１４条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に

基づき代表理事が招集する。

２ 社員総会の招集通知は、会日より１週間前までに社員に対して発する。

３ 社員全員の同意がある場合には、書面または電磁的方法による議決権の行使を

認める場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。

（議長）

第１５条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるとき

は、当該社員総会において議長を選出する。

（議決権）

第１６条 社員総会における議決権は、社員１名につき１個とする。

（決議）

第１７条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社

員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半

数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の

議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 社員の除名

(2) 定款の変更

(3) 解散及び残余財産の処分

(4) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡

(5) 基本財産の処分

(6) その他法令又は本定款で定める事項

（代理）

第１８条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を
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委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権

を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

（決議・報告の省略）

第１９条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合にお

いて、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみ

なす。

２ 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合におい

て、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員

が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総

会への報告があったものとみなす。

（議事録）

第２０条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、

議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員

総会の日から１０年間主たる事務所に備え置く。

第５章 役員等

（役員）

第２１条 当法人に、理事１名以上３名以内を置く。

2 理事のうち、1 名を代表理事とする。

（役員の選任）

第２２条 理事は、社員総会に決議によって社員の中から選任する。

２ 代表理事は、理事の互選によって定める。

３ 各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族（これらの者に

準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。）である

理事の合計数は、理事の総数の３分の１を超えてはならない。

４ 他の同一の団体（公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除

く。）の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるも

のとして政令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の３分の１を超え

てはならない。
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（理事の職務及び権限）

第２３条 理事は、法令及び本定款の定めるところにより、その職務を執行する。

２ 代表理事は、法令及び本定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業

務を統括する。

（役員の任期）

第２４条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時社員総会の終結の時までとする。

２ 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

（役員の解任）

第２５条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

（報酬等）

第２６条 当法人は、理事に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、

社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬

等として支給することができる。

第６章 資産及び会計

（事業年度）

第２７条 当法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第２８条 当法人の事業計画書、及び収支予算については、毎事業年度の開始日の前

日までに、代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとす

る。これを変更する場合も、同様とする。

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ

収入を得又は支出することができる。

３ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

（事業報告及び決算）

第２９条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次

の書類を作成して、定時社員総会に提出し、第１号及び第２号の書類について



7

は、その内容を報告し、第３号から第５号までの書類については承認を受けな

ければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表（正味財産増減計算書）

(4) 損益計算書

(5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

（剰余金の不分配）

第３０条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第７章 定款変更、合併及び解散等

（定款の変更）

第３１条 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

（合併等）

第３２条 当法人は、社員総会の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律（以下「一般法人法」という。）上の法人との合併又は事業の全部若

しくは一部の譲渡をすることができる。

（解 散）

第３３条 当法人は、一般法人法第１４８条第４号から第７号までに規定する事由に

よるほか、社員総会の決議により解散することができる。

（残余財産の帰属）

第３４条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる

法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第８章 公告の方法

（公告の方法）

第３５条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する

方法により行う。

第９章 附則
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（最初の事業年度）

第３６条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成３０年３月

３１日までとする。

（設立時役員）

第３７条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりである。

設立時理事 岡野眞規代

設立時理事 和田トミヱ

設立時理事 三輪よし子

設立時代表理事 岡野眞規代

（設立時社員）

第３８条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

住所 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭１８６４番地５

グリーンフォレスト CHIZU２０５１号

設立時社員 岡野眞規代

住所 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭１８６４番地５

グリーンフォレスト CHIZU２０５１号

設立時社員 和田トミヱ

住所 兵庫県相生市緑ケ丘２丁目１番２８号

設立時社員 三輪よし子

（法令の準拠）

第３９条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人 女性と子どものサポートセンターいのちね 設立のため、この

定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成２９年１２月６日

設立時社員 岡野眞規代 印

設立時社員 和田トミヱ 印

設立時社員 三輪よし子 印
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令和 01 年 09 月 11 日登記

「役員に関する事項」

「資格」代表理事

「住所」鳥取県八頭郡智頭町大字智頭１８６４番地５ｸﾞﾘｰﾝﾌｫﾚｽﾄCHIZU2051 号

「氏名」岡野眞規代

「原因年月日」令和 01 年 06 月 20 日退任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」兵庫県相生市緑ヶ丘 2 丁目 1 番 28 号

「氏名」三輪よし子

「原因年月日」令和 01 年 06 月 20 日退任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」鳥取県八頭郡智頭町大字智頭１８６４番地５ｸﾞﾘｰﾝﾌｫﾚｽﾄCHIZU2051 号

「氏名」和田トミエ

「原因年月日」令和 01 年 06 月 20 日退任

「役員に関する事項」

「資格」代表理事

「住所」鳥取県八頭郡智頭町大字智頭１８６４番地５ｸﾞﾘｰﾝﾌｫﾚｽﾄCHIZU2051 号

「氏名」岡野眞規代

「原因年月日」令和 01 年 07 月 03 日就任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」兵庫県相生市緑ヶ丘 2 丁目 1 番 28 号

「氏名」三輪よし子

「原因年月日」令和 01 年 07 月 03 日就任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」鳥取県八頭郡智頭町大字大家 407 番地

「氏名」西村佐栄子

「原因年月日」令和 01 年 07 月 03 日就任

令和 03 年 01 月 15 日登記

「主たる事務所」鳥取県八頭郡智頭町大字中原３５９番地
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「原因年月日」令和 03 年 01 月 14 日移転

令和 03 年 05 月 20 日登記

「名称」一般社団法人助産院いのちね

「原因年月日」令和 03 年 05 月 20 日変更

「代表理事住所」鳥取県八頭郡智頭町大字尾見 307 番地４

「原因年月日」令和 03 年 04 月 01 日変更

令和 03 年 06 月 16 日登記

「役員に関する事項」

「資格」代表理事

「住所」鳥取県八頭郡智頭町大字尾見 307 番地４

「氏名」岡野眞規代

「原因年月日」令和 03 年 06 月 10 日重任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」兵庫県相生市緑ヶ丘 2 丁目 1 番 28 号

「氏名」三輪よし子

「原因年月日」令和 03 年 06 月 10 日重任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」鳥取県八頭郡智頭町大字大家 407 番地

「氏名」西村佐栄子

「原因年月日」令和 03 年 06 月 10 日重任

令和 03 年 10 月 22 日登記

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」鳥取県八頭郡智頭町大字尾見 307 番地 4

「氏名」三輪よし子

「原因年月日」令和 03 年 09 月 30 日辞任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」鳥取県八頭郡智頭町大字三吉 148 番地

「氏名」志水亮介

「原因年月日」令和 03 年 10 月 01 日就任
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令和 04 年 08 月 30 日登記

「役員に関する事項」

「資格」代表理事

「住所」鳥取県八頭郡智頭町大字尾見 307 番地 4

「氏名」岡野眞規代

「原因年月日」令和 04 年 08 月 18 日辞任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」鳥取県八頭郡智頭町大字三吉 148 番地

「氏名」志水亮介

「原因年月日」令和 04 年 08 月 18 日退任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」鳥取県八頭郡智頭町大字大家 407 番地

「氏名」西村佐栄子

「原因年月日」令和 04 年 08 月 18 日退任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」鳥取県八頭郡智頭町大字葦津 277 番地

「氏名」寺谷誠一郎

「原因年月日」令和 04 年 08 月 19 日就任

「役員に関する事項」

「資格」代表理事

「住所」鳥取県八頭郡智頭町大字葦津 277 番地

「氏名」寺谷誠一郎

「原因年月日」令和 04 年 08 月 19 日就任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」鳥取県鳥取市立川町 5 丁目 77-1 フェリーチェ立川 A102

「氏名」西村宏貴

「原因年月日」令和 04 年 08 月 19 日就任


